
○豊明市ひまわりバス広告掲載取扱要綱 

平成２０年２月１日 

決裁 

改正 平成２２年２月３日 

平成２３年１月２４日 

平成２８年３月３１日 

平成２９年３月１７日 

平成３１年２月６日 

平成３１年３月２９日 

令和２年１０月２９日 

令和３年９月１日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、豊明市有料広告掲載の取扱いに関する要綱（平成１８年

１１月１日決裁。以下「有料広告掲載要綱」という。）に基づき、循環バス

（以下「ひまわりバス」という。）等に掲載する有料広告（以下「広告」と

いう。）について必要な事項を定めるものとする。 

（種類及び範囲） 

第２条 ひまわりバス等に掲載する広告は、バス停留所標識に表示する広告及

び車体に固着する広告とし、公共性及び公益性を妨げないものであって市民

に不利益を与えない中立性のあるものとする。ただし、有料広告掲載要綱第

３条各号に定めるもののほか、次に該当するものは掲載しない。 

（１） 青少年の健全育成に反するもの 

（２） たばこ又は消費者金融に関するもの 

（３） 商品先物取引に関する営業広告 

（４） 誇大表示又は不当表示その他表現方法が不適切なもの 

（５） その他広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの 

２ 前項に定めるもののほか、広告の掲載等に関する基準は、別に定める。 

（規格等） 

第３条 広告の掲載位置、規格、掲載期間、掲載料等は、別表に定めるとおり

とする。ただし、広告の掲載が別表に規定する期間に満たない場合は、市長



が別に定める。 

（掲載希望者の募集） 

第４条 広告の掲載を希望する者（以下「掲載希望者」という。）の募集は、

ホームページ等で公募するものとする。 

（掲載の申込み） 

第５条 掲載希望者は、市長が定める日までに、豊明市ひまわりバス広告掲載

申込書（様式第１号）に掲載しようとする広告の原稿案及び市区町村民税を

完納したことのわかる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。 

２ 前項の申込みの際には、誓約書（様式第２号）を添付しなければならない。 

（掲載の決定） 

第６条 市長は、前条により広告掲載の申込みがあったときは、広告の内容等

について審査し、その掲載の可否を決定する。ただし、掲載の可否を審査す

るにあたり判断が困難であると認めるときは、有料広告掲載要綱第４条に規

定する豊明市有料広告審査会（以下「審査会」という。）による審査を経て

広告掲載の可否を決定する。 

２ 市長は、前項により広告掲載の可否を決定したときは、掲載希望者に対し、

豊明市ひまわりバス広告掲載決定通知書（様式第３号）により通知する。 

（審査会） 

第７条 前条の審査会は、行政経営部長、総務課長、秘書広報課長及び企画政

策課長で構成し、委員長は行政経営部長とする。 

２ 審査会は、委員長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ開くことが

できない。 

３ 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決す

るところによる。 

４ 審査会の庶務は、行政経営部企画政策課において処理する。 

（変更届等） 

第８条 第６条の規定により広告掲載の決定を受けた者（以下「広告主」とい

う。）は、広告の掲載の許可を受けた期間内において広告の内容等を変更し

ようとするときは、変更した広告を掲載しようとする日の１月前までに、豊

明市ひまわりバス広告掲載変更申請書（様式第４号）に変更しようとする広



告の原稿案を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、その変更が

軽微なものであるときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、豊明市ひ

まわりバス広告掲載変更決定通知書（様式第５号）により通知する。 

（掲載料の納付） 

第９条 広告主は、市長が指定する日までに広告の掲載料（以下「掲載料」と

いう。）を納付しなければならない。 

（広告主の責務） 

第１０条 広告主は、広告内容等掲載された広告に関する一切の責任を負うも

のとする。 

２ 広告主は、広告掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及

び負担において解決するものとする。 

３ 広告主は、市長が指定する期日までに広告物を作成し、市長が指定する箇

所に掲載するものとする。 

４ 広告主は、広告期間終了日までに当該広告を撤去又は回収し、原状回復す

るものとする。 

５ 広告主は、広告物の破損、滅失、紛失又は毀損が生じた場合、市に損害賠

償を求めることはできないものとする。 

６ 広告主は、掲載する広告が愛知県屋外広告物条例（昭和３９年愛知県条例

第５６号）の規定により許可を受ける必要がある場合は、広告主の責任及び

負担において許可を受けるものとする。 

（掲載の取下げ） 

第１１条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げるときは、豊明

市ひまわりバス広告掲載取下申出書（様式第６号）により市長に申し出なけ

ればならない。 

２ 前項の規定により広告の掲載を取り下げた場合は、納付済みの掲載料は返

還しない。 

（掲載の取消し） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り

消すことができる。 



（１） 広告主が、指定する期日までに掲載料を納付しなかったとき。 

（２） 広告主の責めに帰する事由により広告の掲載をすることが適当でな

くなったとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、広告の掲載の決定を取り消す必要があ

ると認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定により広告の掲載を取り消したときは、豊明市ひまわ

りバス広告掲載取消決定通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

３ 第１項第２号及び第３号の規定により広告の掲載を取り消した場合は、納

付済みの掲載料は返還しない。 

４ 市長は、第１項の規定により広告の掲載を取り消した場合において、広告

主に損害が生じても一切の責任を負わないものとする。 

（掲載料の返還） 

第１３条 市長は、広告主の責に帰さない理由により広告掲載ができなかった

ときは、納付済みの掲載料を広告主に返還する。 

２ 前項の規定により返還する掲載料には、利子を付さない。 

３ 第１項による掲載料の還付を受けようとする者は、豊明市ひまわりバス広

告掲載料還付請求書（様式第８号）により市長に請求するものとする。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年２月３日） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年１月２４日） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月１７日） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年２月６日） 



この要綱は、平成３１年７月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１０月２９日） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（令和３年９月１日） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

掲載位置 規格 掲載期間 枚数 掲載料 

バス停留所

標識板 

縦１６センチメ

ートル×横２６

センチメートル 

１年 １枚 ５，０００円

１年未満 １枚 １月当たり５００円

バス車体（車

内） 

日本産業規格A

列３番又は日本

産業規格B列３

番 

１年 １枚 １０，０００円

６月以上１年未満 １枚 １月当たり９００円

６月未満 １枚 １月当たり１，０００円



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第１１条関係） 

様式第７号（第１２条関係） 

様式第８号（第１３条関係） 

 


